
指定地域密着型通所介護事業所及び第 1 号通所事業所 

運 営 規 程 

（事業の目的） 

第１条 医療法人心愛が開設する指定地域密着型通所介護事業所及び第 1 号通所事業所（以下「事

業所」という。）が行う指定地域密着型通所介護事業所及び第 1 号通所事業（以下「事業」と

いう。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、地域密着型通所

介護サービス及び予防給付型介護通所サービス提供に当たる従業員（以下「従業員」という。）

が要介護状態又は要支援状態にある高齢者（以下「要介護者等」という。）に対し、心身機能の

回復又は維持、日常生活上の自立を助けることを目的として、入浴及び食事の提供その他の日

常生活上の世話や機能訓練、看護、介護サービスの提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の従業員は、要介護者等の心身機能の回復又は維持を図り、日常生活上の自立を助

けることを目的とした入浴及び食事の提供その他の日常生活上の世話（生活等に関する相談及

び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者等に必要な日常生活の世話等）や機能訓練、看

護、介護を行う。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

① 名称 デイサービスセンター ヴァイオリン 

② 所在地 北九州市南区上貫３丁目３－２４ 

 

（従業員の職種、員数、及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

① 管理者 １名 （常勤/兼務１名） 

   管理者は、事業所の職員の管理及び業務の運営管理を総括的に行うものとする。又管理者は、

要介護者等の心身の状況、病状、病歴及びその置かれている環境等を踏まえ、機能訓練等の

目標やその達成のための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画及び介護予防通所

介護計画を作成しなければならない。 

③  生活相談員 2 名（常勤/専従１名・常勤/兼務 1 名） 

 要介護者等の生活等の相談業務を主たる業務とする。 

④  看護職員 3 名（非常勤/兼務 2 名）  

 看護師は、看護業務を主たる業務とする。 

⑤  機能訓練指導員 2 名（非常勤/兼務 2 名） 

 機能訓練指導員は、看護・介護計画にそって要介護者等に身体機能回復・維持の為の訓練を

他の従業員と連携して行うことを主たる義務とする。 

⑥  介護職員  3 名（常勤/専従 3 名) 

 介護職員は、他の従業員と連携して、要介護者等に対して、介護業務を主たる義務とする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

①  営業日  月、火、水、木、金、土曜日（週 6 日）左記営業日の祝祭日は 

営業日とする。ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

②  営業時間 午前８：３０～午後５：３０までとする。 

③  サービス提供時間 午前９：３０～午後４：００ 



 

（事業所の利用定員） 

第６条 事業所の利用定員は、１日につき １7 名 

 

（指定地域密着型通所介護及び第１号通所事業の内容及び利用料その他の費用の額） 

第７条 指定地域密着型通所介護の内容は、居宅の要介護者等が事業所に通い、その施設において

心身機能の回復維持を図り、日常生活の自立を助けるため、入浴及び食事の提供その他日常生

活上の世話（生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者等に必要な

日常生活の世話等）や機能訓練を受けるものとする。 

  １ 指定地域密着型通所介護及び第１号通所事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大

臣及び北九州市長の定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護及び第１号通

所事業が法定代理受領サービスであるときは、その１割、2 割、3 割の額とする。利用料は、

別表１とおりと 

   する。 

  ２ 要介護者等に負担させることが適当と認められる費用の支払いを受ける場合には、要介護

者等又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、

支払い同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、戸畑区とす

る。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第９条 要介護者等が事業所の提供するサービスを利用するにあたっての留意事項は次のとおりと

する。 

  ① 要介護者等又はその家族は、在宅中及び送迎途上等において要介護者等の心身の状況等に

変化がみられた場合は、速やかに事業所の従業者に連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

  ② 要介護者等は従業者の指導等がない限り、事業所に設置されている通所介護を行うために

必要な専用の器械及び器具をみだりに利用してはならない。 

④  要介護者等は事業所が提供するサービスを利用するにあたって、他のサービス利用者の

迷惑となる行為・行動等を慎まなければならない。 

 

 

（緊急時又は事故発生時の対応） 

第１０条  

１ 事業所及びその従業者は、サービス提供中に利用者の病状に急変、その他、緊急事態が生

じたとき又は事故が発生しときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、

管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等

に報告を行うものとする。 

 

 ２ 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の

原因を解明し、再発防止を防ぐための対策を講じるものとする。 

 

 

 

 



（非常災害対策） 

第１1 条  

１ 従業者は地震及び火災等の非常災害に際して、要介護者等の人命の安全確保を最優先とし

た避難、誘導等の措置をとらなければならない。 

  ２ 従業者は消火器、消火栓等の消火設備、救急品、非難具等の備え付け場所ならびにその使

用方法を熟知しておかなければならない。 

  ３ 従業者は非常災害を発見、又はその発生の危険性を察知したときは、臨機の措置をとると

ともに、当該状況を管理者もしくは他の従業者に連絡し、所轄消防機関等に通報するなど適

切な措置により被害を最小限にとどめるように努めなければならない。 

  ４ 消防法第８条に規定する防火管理者は、非常災害に関する具体的計画（消防法施行規則第

３条に規定する消防計画及び、風水害、地震等の災害に対処するための計画）を策定すると

ともに、当該計画に基づく消化、通報及び非難の訓練（年１回実施）等の消防業務を行うも

のとする。 

  ５ 業務持続計画の策定等 

    当該事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する地域密着型  サービ

スの提供継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続に従い必要な措置を講じるものとする。 

   ２）当該事業所は職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に行うものとする。 

   ３）当該事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１２条  

１ 事業所は、従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を次のとおり設けることとし、

又これに係る勤務体制を整備する。 

     ① 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

     ② 継続研修   年２回 

  ２ 従業者は、業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を保持する。 

  ３ 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するための措置を講ずるも

のとする。 

  ４ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人心愛と事業所の管理者との

協議に基づいて定めるものとする。 

  ５ 職員の質の確保 

  当該事業所は職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

   ２）当該事業所は全ての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険

法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有するその他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。 

 

第１３条 

   虐待の防止等 

  当該事業所は、利用者の人権の擁護、身体拘束防止、及び虐待の発生又はその再発を防止するた

め 

 以下に掲げる事項を実施する。 

   １）虐待防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話等を活用して行うことができるもの

とする）を定期的に開催すると共にその結果について周知徹底を図る。 



   ２）虐待防止の為の指針を整備する。 

   ３）虐待を防止する為の定期的な研修を実施する。 

   ４）前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

第１４条 事故発生時の対応は、別紙関係市町村並びに他の保健医療福祉サービスの提供主体との

連携の第２に規定しています。 

 

第１５条 事業所は、サービス提供記録、通所介護計画、事故発生時の記録、市町村への通知、苦

情処理、介護報酬請求に関する記録をこの契約終了後５年間保管し、利用者の求めに応じて

閲覧させ、または複写物を交付します。 

     利用者は原則、北九州市の被保険者である。 

     ただし、複写に関しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとし

ます。 

第１５条 地域との連携等 

  １ 事業所はその事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流に努める。 

２ 事業所は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、 地域住

民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職 員、地域密着型通所介護

についての知見を有する者等により構成される協 議会（以下、この項において「運営推進会

議」という。）を設置し、おお むね６カ月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告

し、運営推進 会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等 を

聴く機会を設ける。 

 

 

 

 附則 

この規程は、平成２５年１１月１日施行する。   

この規程は、平成２５年１２月１日施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日施行する。 

この規程は、平成２６年５月１日施行する。 

この規程は、平成２６年６月１日施行する。 

この規程は、平成２６年８月１日施行する。 

この規程は、平成２６年１０月１日施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日施行する。 

この規程は、平成２８年４月１日施行する。 

この規程は、平成３０年５月１日施行する。 

この規定は、令和元年８月１日施行する 

この規定は、令和６年４月１日施行する 

 



関係市町村並びに他の保健医療福祉サービスの提供主体と連携 

 

事務所又は事業所名   デイサービスセンター ヴァイオリン 

申請するサービス種類  地域密着型通所介護及び第１号通所事業 

 

 

概要 

１、利用者に関する相互情報提供体制 

 ①サービス提供開始にあたり関係市区町村の担当窓口へ文書等で連絡する。 

  （北九州市各区の高齢者保健福祉課・保健所・福祉事務所・ホットライン等） 

②サービス開始後も関係市町村の窓口に対して、定期的な連絡を行う。必要があれば責任者

を含めた連絡調整会議を設ける。 

③提供したサービス等に関し、市区町村から求め・依頼があった場合、それに応じて文書そ

の他の物件の提出又は提示をするとともに、市町村職員からの質問に対しては回答又は必

要な情報提供を行う。 

④市区町村から、利用者からの苦情に関して調査への協力依頼があったときは、次のような

対応につとめる。 

・ 従業者への聞き取り、記録の確認等により速やかに事実関係を確認すること。 

・ 上記に基づいて今後行う対応等を検討し、事実関係とともに市区町村に報告・説明す

ること。 

・ 報告・説明に合わせて必要な資料、記録を提供すること。 

・ 市区町村が設備等の確認、利用者・従業員からの聞き取りを希望した場合は、特別の

支障のない限り、これに協力すること。 

 ⑤市区町村から利用者等の苦情に関して指導・助言があったときは、これに沿って改善・対

応を行うよう努めるとともに、その結果について市区町村に報告する。 

 ⑥上記の対応が円滑に行われるように、管理者は常に配慮する。 

 

２、事故発生時の対応 

 ①事故が発生した場合、責任者は直ちに相手方に連絡を取り直接的に事故状況を十分聞き、

担当者に事故状況を確認する。 

 ②重大事故の場合（死亡・行方不明・病院受診）は北九州市の介護保険課に連絡する。 

 ③必要がある場合、担当事業所の責任者を含めた事故検討会を開き原因究明に努め即時対応

を行う。事故検討会の結果を直ちに利用者に説明する。 

 ④記録を台帳に保管し再発を防ぐために活用する。 

 ⑤普段から事故防止を心掛けたサービス提供に努め、サービス従事者に事故防止マニュアル

を周知させマニュアルに基づく研修を実施する。 


